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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒と、この軸筒の軸方向略全長を覆うように筒状に挿入される弾性変形可能なグリッ
プとを具備した筆記具において、
　前記グリップは、軸方向略中央の外周面に全周に亘って形成された隆起部と、この隆起
部の前方へ滑らかに連続して縮径された前側の傾斜曲面部と、同隆起部の後方へ滑らかに
連続して縮径された後側の傾斜曲面部と、前記前側の傾斜曲面部の前端に接続されて前方
へ延設された前側の円筒状部分と、前記後側の傾斜曲面部の後端に接続されて後方へ延設
された後側の円筒状部分とからなり、
　前記隆起部は、前方へ行くにしたがって直線状に僅かに拡径する傾斜面に形成され、こ
の傾斜面の前端に前記前側の傾斜曲面部を接続するとともに、同傾斜面の後端に前記後側
の傾斜曲面部を接続することで、縦断面略台形に拡径され、
　前記前側の傾斜曲面部、前記隆起部及び前記後側の傾斜曲面部を合わせた軸方向の長さ
は、前記前側の円筒状部分と前記後側の円筒状部分を合わせた軸方向の長さよりも大きく
設定され、
　前記前側の円筒状部分と前記後側の円筒状部分は、略同径であって、且つ前記前側の円
筒状部分の方が前記後側の円筒状部分よりも軸方向へ短く形成されていることを特徴とす
る筆記具。
【請求項２】
　使用者に握られて手指の親指から人差し指と中指の指先部分が前記グリップの表面に接
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触した際に、使用者の親指から人差し指へ至る略Ｕ字型の指間皮膚表面が、前記グリップ
の表面に対し隙間なく嵌り合うようにしたことを特徴とする請求項１記載の筆記具。
【請求項３】
　前記軸筒の外周面には、前記グリップの内周面と軸方向及び周方向へ移動不能に係合す
るズレ止め用突起が設けられ、
　前記ズレ止め用突起は、前記軸筒の軸方向へ延びる縦突起と、前記軸筒の周方向へ延び
る環状突起とを備え、前記縦突起の前と後に適宜寸法の隙間を置いて、前記環状突起を一
対に配設してなることを特徴とする請求項１又は２記載の筆記具。
【請求項４】
　前記グリップを発泡体とし、前記隙間を約５ｍｍ以上としたことを特徴とする請求項３
記載の筆記具。
【請求項５】
　前記発泡体には、独立気泡構造の発泡体であって、表面硬度が１５～３０度、反発弾性
が１５％以下、見かけ密度が０．０８～０．１７g/cm3のものを使用することを特徴とす
る請求項４記載の筆記具。
【請求項６】
　前記グリップの後端部に係止バンドを巻き付けることで、該グリップ後端部を圧縮変形
して、軸筒に対し軸方向及び周方向へ移動不能に係止し、
　前記係止バンドの内周に係止凸部を突設し、この係止凸部と、軸筒に形成される凹部と
を軸筒の径方向へ嵌合させたことを特徴とする請求項１乃至５何れか１項記載の筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軸筒の把持部位に滑り止めなどを目的として、弾性変形可能な軟質材料から
なるグリップ（弾性把持部材）を具備した、例えばボールペンやシャープペンシルやサイ
ンペンなどの筆記具に関する。
　詳しくは、軸筒の略全長に亘って筒状のグリップを具備した筆記具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の筆記具として、軸筒（ペン体）の略全長に亘り、ゴム或いは合成樹脂な
どの軟質弾性体又はシリコンゴムで筒状に形成されたグリップ（被覆体）を差し込み、こ
のグリップのペン先側の外周面には、軸筒の把持部位に相当する箇所のみに滑り止めのた
めの凹凸を有する握り部が形成され、その先端には先端芯体押えを装着し、後端側には後
端芯体押えを装着して、グリップを挟み込むことにより、グリップの位置ズレを防止した
ものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし乍ら、このような従来の筆記具によれば、軸筒の略全長に被覆されるグリップが
その略全長に亘って同じ外径の筒状であるため、グリップを握る際に、手指の親指から人
差し指へ至る略Ｕ字型の指間皮膚表面とグリップ表面との間に隙間ができてしまい、親指
と人差し指と中指の指先部分がグリップ表面（滑り止め用凹凸を有する握り部）に接触す
るだけで、筆記時に大きく変動する手指の把持力は指先部分のみに集中することから、手
指に対するフィット感に欠け、しかも筆記時に汗などで軸方向へ滑り易く、それにより疲
れ易いという問題があった。
　更に、筆記時における握り方には個人差があるものの、このような千差万別の握り方の
個人差に対応できなかった。
【特許文献１】特開平２－１４１２９５号公報（第１－３頁、第１－３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記従来事情に鑑みてなされたもので、その課題とするところは、フィット
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感の向上と軸方向への滑り防止を図りながら疲れ難い筆記具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための手段は、軸筒と、この軸筒の軸方向略全長を覆うように筒状
に挿入される弾性変形可能なグリップとを具備した筆記具において、前記グリップは、軸
方向略中央の外周面に全周に亘って形成された隆起部と、この隆起部の前方へ滑らかに連
続して縮径された前側の傾斜曲面部と、同隆起部の後方へ滑らかに連続して縮径された後
側の傾斜曲面部と、前記前側の傾斜曲面部の前端に接続されて前方へ延設された前側の円
筒状部分と、前記後側の傾斜曲面部の後端に接続されて後方へ延設された後側の円筒状部
分とからなり、前記隆起部は、前方へ行くにしたがって直線状に僅かに拡径する傾斜面に
形成され、この傾斜面の前端に前記前側の傾斜曲面部を接続するとともに、同傾斜面の後
端に前記後側の傾斜曲面部を接続することで、縦断面略台形に拡径され、前記前側の傾斜
曲面部、前記隆起部及び前記後側の傾斜曲面部を合わせた軸方向の長さは、前記前側の円
筒状部分と前記後側の円筒状部分を合わせた軸方向の長さよりも大きく設定され、前記前
側の円筒状部分と前記後側の円筒状部分は、略同径であって、且つ前記前側の円筒状部分
の方が前記後側の円筒状部分よりも軸方向へ短く形成されていることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　第一の形態では、軸筒の略全長に被覆されるグリップの軸方向略中央の外周面に、隆起
部を全周に亘って形成し、この隆起部から軸方向へ滑らかに連続する傾斜曲面部を形成し
た。
　また、第二の形態では、上記第一の形態の構成に加えて、上記グリップの少なくとも表
面部分を弾性変形可能な発泡体で成形した。
　また、第三の形態では、上記第一又は第二の形態の構成に加えて、上記軸筒の外周面に
ズレ止め用突起を設けて、グリップの内周面と軸方向及び周方向へ移動不能に係合させた
。
　また、第四の形態では、上記第三形態の構成に加えて、上記ズレ止め用突起を、軸筒の
軸方向へ複数配置し、これらズレ止め用突起の間に適宜隙間を形成した。
　また、第五の形態では、上記第一乃至第四の何れか一つの形態の構成に加えて、上記グ
リップの後端部に係止バンドを巻き付けることで、該グリップ後端部を圧縮変形して、軸
筒に対し軸方向及び周方向へ移動不能に係止した。
　上記形態は、上記構成により下記の作用効果を奏する。
　第一の形態によれば、軸筒の略全長に被覆されるグリップの軸方向略中央の外周面に、
隆起部を全周に亘って形成し、この隆起部から軸方向へ滑らかに連続する傾斜曲面部を形
成することにより、グリップを握る際に、手指の親指から人差し指へ至る略Ｕ字型の指間
皮膚表面が、隆起部及び傾斜曲面部の表面形状と嵌り合い、夫々が全体的に隙間なく接触
可能となって、これら手指の皮膚表面とグリップ表面との接触面積が増大し、軸筒全体の
振れが大幅に減少して手指とグリップが一体化されると共に、把持力がグリップに伝わる
と、親指と人差し指と中指の指先部分だけでなく、隆起部及び傾斜曲面部の表面部分が手
指の形状に合わせて適度に弾性変形して、把持力が均一に分散する。
　従って、フィット感の向上と軸方向への滑り防止を図りながら疲れ難い筆記具を提供す
ることができる。
　よって、軸筒略全長に被覆したグリップ全体がその略全長に亘って同じ外径の筒状であ
る従来技術と比べ、筆記時に大きく変動する手指の把持力を均一に分散すると共に吸収で
きるから、手指を動かす筋活動量が減少し、その結果、長時間に亘り筆記した際の疲労の
蓄積は少なくなる。
　更に、筆記時における握り方に個人差があったとしても、隆起部及び傾斜曲面部の表面
形状に沿って握り方を矯正する作用もあるため、千差万別の握り方の個人差に対応できて
、握り方の個人差に関係なく全ての使用者に対して疲れ難い筆記具を提供することができ
る。
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【０００７】
　第二の形態によれば、グリップの少なくとも表面部分を弾性変形可能な発泡体で成形す
ることにより、グリップを握る際に硬度が柔らかくなって、把持力が適度に分散し吸収さ
れると共に、グリップ全体の軽量化が図れる。
　従って、更に疲れ難くすることができる。
　よって、更に長時間に亘り筆記時間を更に延ばすことができる。
【０００８】
　第三の形態によれば、軸筒の外周面にズレ止め用突起を設けて、グリップの内周面と軸
方向及び周方向へ移動不能に係合させることにより、軸筒の外周面に対してグリップが軸
方向及び周方向へ移動不能に保持される。
　従って、グリップの位置ズレを防止することができる。
　よって、筆記具がノック式シャーペンである場合のノック操作時や、ノック式ボールペ
ンである場合のノック時において、グリップが変形しないと共に、組み立て時やメンテナ
ンス時において、先口などを回して着脱する際に、グリップがズレ止め用突起により空回
り変形せず、この空回りに伴うグリップの軸方向及び周方向への伸び変形を防止できるか
ら、グリップの耐久性が低下しない。
　特に、このズレ止め用突起を、グリップの拡径された隆起部及び傾斜曲面部の下に配置
すれば、グリップを握った際にその把持力が隆起部及び傾斜曲面部から他の部分よりも強
くズレ止め用突起へ伝わるため、グリップの位置ズレ防止機能を向上できる。
【０００９】
　第四の形態によれば、ズレ止め用突起を、軸筒の軸方向へ複数配置し、これらズレ止め
用突起の間に適宜隙間を形成することにより、軸筒の外周面に沿ったグリップの挿入に伴
って環状突起及び縦突起を乗り越える際に、グリップとの摩擦抵抗が開放されて、その挿
入方向先端部が内側にめくれ込み難くなる。
　従って、軸筒へのグリップの挿入をスムーズに行うことができる。
　よって、組立て作業が容易になって製作時間を短縮化してコストの低減が図れる。
【００１０】
　第五の形態によれば、グリップの後端部に係止バンドを巻き付け、該グリップ後端部を
圧縮変形して、軸筒に対し軸方向及び周方向へ移動不能に係止することにより、筆圧がグ
リップに作用しても、係止バンドの保持力でグリップの後端部が軸筒の外周面に沿って前
方へ位置ズレしない。
　従って、手指の形状に合わせて変形し易い低硬度のグリップであっても筆圧に伴う位置
ズレを防止することができる。
　よって、グリップの位置ズレによって変形しないため、グリップの耐久性が低下するこ
とを防止できる。
【００１１】
　次に、上記形態についてより具体的に説明すれば、筆記具Ａは、図１～図４に示す如く
、軸筒１と、この軸筒１の軸方向略全長を覆うように挿入される弾性変形可能な筒状のグ
リップ２と、このグリップ２よりも先端側（前端側）に配置される先口３とを備え、この
先口３の末端側（後端側）から軸筒１の後端又は後端近くまでグリップ２が、該軸筒１の
略全長を覆うように挿着されたものである。
【００１２】
　前記グリップ２は、その全体或いは少なくとも表面部分のみを弾性変形可能な材料で成
形した略円筒体か又は断面三角形や多角形などの角筒体であり、その軸方向略中央の外周
面には、その他の部分よりも大径な隆起部２ａを全周に亘って形成し、この隆起部２ａか
ら先口３が配置される前方（図面では下方）と、その逆方向の後方（図面では上方）の両
側へ向けて滑らかに連続する傾斜曲面部２ｂを夫々形成するか、又は少なくとも前方のみ
へ向けて滑らかに連続する傾斜曲面部２ｂを形成する。
【００１３】
　詳しく説明すれば、グリップ２の軸方向略中央とは、軸筒１の軸方向中央位置よりもや
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や前方の位置であり、これを中心として隆起部２ａを配置し、図示例ではこの隆起部２ａ
の前後両方に一対の傾斜曲面部２ｂを配置して、縦断面略台形に拡径している。
【００１４】
　更に、前記グリップ２の成形材料としては、例えばゴムやシリコーンゴムやエラストマ
ーなどの低硬度な弾性材料を使用するか、又は合成樹脂からなる弾性変形可能な発泡体な
どの低硬度な弾性材料を使用して、該グリップ２を握った際にその硬度が柔軟になって、
手指の握る力（把持力）を適度に分散・吸収させると共に、グリップ２の軽量化をも図る
ことで、長時間に亘り使用しても疲れ難くなるようにしている。
【００１５】
　前記グリップ２の成形材料として弾性変形可能な発泡体を使用する場合には、軽量で適
度な摩擦抵抗が得られるため好ましく、特に例えばエチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶ
Ａ）やポリエチレンの架橋発泡体、塩化ビニルの発泡体、スチレン系エラストマーの発泡
体などの独立気泡構造の発泡体で、表面硬度（Ｃタイプ硬度計、JIS Ｋ 6767）が１５～
３０度、反発弾性（JIS Ｋ 6400）が１５％以下、見かけ密度（JIS Ｋ 6767）が０．０８
～０．１７g/cm3のものを使用すれば、把持力が適度に分散する低反発特性を有しながら
耐久性にも優れている。
【００１６】
　即ち、表面硬度が１５度以下の場合には、把持力が強いとグリップ２だけで緩衝しきれ
ず軸体１の硬さを感じ、握り安定性が劣ると共に指が動いて伸び変形してしまい、また表
面硬度が３０度以上となると握った際のグリップ２の応力が高く、手指の形状に合わせた
グリップ２の変形が起こり難く、長時間に亘る筆記に伴って疲労し易くなる。
　反発弾性が１５％を越えた場合には、圧縮に対する発泡体の反発力が大きいため、長時
間に亘り使用すると疲労が溜まり易くなり、特に子供や老人などの把持力が低い使用者の
場合には使い難い。
　見かけ密度が０．０８より軽い場合には、発泡体自体の強度も落ちてしまい長期間に亘
る使用に伴って把持力による歪み、磨耗が発生して耐えられず、また見かけ密度が０．１
７より大きい場合には、グリップ２の重量が大きくなってしまうため、疲労の原因となる
。
【００１７】
　そして、このような弾性材料で成形されたグリップ２は、前記軸筒１の外周面１ａに対
して位置ズレしないように、その内径を軸筒１の外径よりも若干小さくし、軸筒外周面１
ａに沿って挿入した状態で、該グリップ２の内周面２ｃを軸筒外周面１ａと密着させて、
これら両者間に大きな摩擦抵抗が発生するようにしている。
【００１８】
　更に、この軸筒外周面１ａには、前記グリップ２の内周面２ｃと係合するズレ止め用突
起を設けて、これをグリップ内周面２ｃに密着させることにより、軸筒外周面１ａに対し
てグリップ２を軸方向及び周方向へ移動不能に保持する。
　特に、このズレ止め用突起は、前記グリップ２の拡径された隆起部２ａ及び傾斜曲面部
２ｂの下に配置すれば、グリップ２を握った際にその把持力が隆起部２ａ及び傾斜曲面部
２ｂから他の部分よりも強くズレ止め用突起へ伝わるため、グリップ２の位置ズレ防止機
能が向上する。
【００１９】
　このズレ止め用突起の具体例としては、少なくとも周方向へ延びる環状突起１ｂと、軸
方向へ延びる縦突起１ｃとを備え、図示例の場合には、軸方向の中央に縦突起１ｃを配置
し、これを挟んで前後に一対の環状突起１ｂを配置している。
【００２０】
　これら環状突起１ｂ及び縦突起１ｃは、軸筒１外周面１ａに対するグリップ２の挿入方
向へ夫々の外径が徐々に拡径するように傾斜させるか又は円弧状に形成することにより、
軸筒外周面１ａに沿ってグリップ２を挿入する際に、該環状突起１ｂ及び縦突起１ｃをス
ムーズに乗り越えられるようにしている。
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【００２１】
　また、これら環状突起１ｂ及び縦突起１ｃを軸筒１の軸方向へ複数配置した場合には、
夫々が軸方向へ連続して配置されると、軸筒外周面１ａに沿ったグリップ２の挿入に伴っ
て環状突起１ｂ及び縦突起１ｃを乗り越える際に、大きな摩擦抵抗が連続するため、該グ
リップ２の挿入方向先端部２ｄが内側にめくれて入り込むため、環状突起１ｂと縦突起１
ｃとの間に適宜寸法の隙間を夫々形成することにより、グリップ２との摩擦抵抗を開放し
て、その挿入方向先端部２ｄが内側にめくれ込むことを防止している。
　実験によれば、グリップ２の成形材料が上述した独立気泡構造の弾性変形可能な発泡体
である場合には、環状突起１ｂと縦突起１ｃとの間に軸方向へ約５ｍｍ以上の隙間があれ
ば、グリップ２の挿入方向先端部２ｄが内側にめくれ込むことなく、スムーズに挿入する
ことができた。
　以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２２】
　この実施例１は、図１～図３に示す如く、上記軸筒１の前端部外周面に先口３を螺合接
続し、この先口３と独立気泡構造の弾性変形可能な発泡体からなるグリップ２との間に弾
性リング４を挟み込むように配置し、該グリップ２の後端部２ｅに係止バンド５を巻き付
けることにより、該グリップ後端部２ｅを圧縮変形して、軸筒１に対し軸方向及び周方向
へ移動不能に保持すると共に、この係止バンド５の外側に尾栓６を被せることで、係止バ
ンド５が拡径し外れないようにしたものである。
【００２３】
　前記弾性リング４は、グリップ２よりも硬質なゴムや弾性合成樹脂材料から形成され、
特に軸筒１の先端側に位置する先口３の近傍を把持する使用者に対し、その把持感触を良
好にすると共に、把持する手が筆圧により前方へずれてしまうのを防ぐようにしている。
【００２４】
　前記係止バンド５は、例えばポリプロピレンなどの合成樹脂などの材料で、少なくとも
その一部が弾性変形可能な帯板状に形成され、上記グリップ２の外周面沿いに巻き付けて
から環状に係止することにより、グリップ２の外周面を適度に締め付けて圧縮変形させ、
その弾発力を利用して該係止バンド５の係止状態が維持されると共に、この係止バンド５
の内端部を前記軸筒１に対して軸方向及び周方向へ係止させることにより、これら係止バ
ンド５及びグリップ２が軸筒１に対して軸方向及び周方向へ移動不能に保持される構造に
している。
【００２５】
　この係止バンド５を詳しく説明すれば、図３に示す如く、上記グリップ２の外周面に沿
って円弧状に湾曲した帯板部５ａと、この帯板部５ａの周方向適宜間隔毎に配置された弾
性変形可能な肉薄部５ｂと、この帯板部５ａの周方向両端近くに配置された互いに嵌り合
う連結部５ｃとを具備し、前記肉薄部５ｂから屈曲して帯板部５ａをグリップ２の外周面
に沿った環状に巻き付けてから、前記連結部５ｃを上記軸筒１の径方向へ重ね合わせて相
互に嵌合させることにより、係止バンド５全体を環状に係止している。
【００２６】
　この帯板部５ａの内周には、係止凸部５ｄを突設し、この係止凸部５ｄと、上記軸筒１
の後端に形成される貫通孔や溝などの凹部１ｄとを軸筒１の径方向へ嵌合させることで、
係止バンド５を軸筒１に対して軸方向及び周方向へ移動不能に係止している。
【００２７】
　更に、前記帯板部５ａには、その周方向へ適宜間隔毎に開穿された貫通孔や溝などの係
合凹部５ｅを複数個夫々設け、該係止バンド５で圧縮変形されたグリップ２の弾発力を利
用して、その表面を各係合凹部５ｅに食い込ませることにより、係止バンド５に対するグ
リップ２の周方向や軸方向などへの位置ズレを防止すると共に、係止バンド５で圧縮変形
されたグリップ２の逃げ部分となって、係止バンド５からのはみ出し量が軽減され、組立
てを容易にしている。



(7) JP 4851277 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

【００２８】
　また、前記帯板部５ａの内周面には、前記グリップ２の外周面に食い込んで軸方向へ係
合する係止段部５ｆを形成することにより、環状に係止された係止バンド５の内周面から
グリップ２の外周面が少なくとも前方へ位置ズレすることを防止している。
【００２９】
　そして、上記尾栓６は、上記軸筒１の後端部に対して被せた状態で、前記係止バンド５
と対向する部分の内径が、前記連結部５ｃで環状に係止された係止バンド５の外径と略同
じになるようにして、該係止バンド５の拡径を防止している。
【００３０】
　また、この尾栓６は、図示例の場合、上記軸筒１の後端外周面に螺合接続することで、
軸筒１と一体的に連結され、該尾栓６の後端開口部には、必要に応じて化粧キャップ６ａ
を着脱自在に嵌合して閉鎖している。
【００３１】
　更に、図示例の場合には、上記軸筒１の内部にリフィール７を組み込んで、その筆記先
端部７ａを先口３から常時突出させると共に、この筆記先端部７ａをキャップ８で着脱自
在に覆ったボールペンである場合を示している。
【００３２】
　次に、斯かる筆記具Ａの作用効果について説明する。
　上記グリップ２の軸方向略中央の外周面１ａには、隆起部２ａとそれら軸方向へ滑らか
に連続する傾斜曲面部２ｂとがあるため、これを使用者が握ると、図４に示す如く、手指
の親指Ｆ１から人差し指Ｆ２と中指Ｆ３の指先部分が、該グリップ２の表面に接触するだ
けでなく、親指Ｆ１から人差し指Ｆ２へ至る略Ｕ字型の指間皮膚表面Ｆ４が、隆起部２ａ
及び傾斜曲面部２ｂの表面形状と嵌り合い、夫々が全体的に隙間なく接触可能となる。
【００３３】
　これに対し、特開平２－１４１２９５号公報に開示されるようなグリップ２′がその略
全長に亘って同じ外径の筒状である筆記具Ａ′を使用者が握ると、図５に示す如く、親指
Ｆ１から人差し指Ｆ２と中指Ｆ３の指先部分が、該グリップ２′表面の握り部２ｆ′に接
触するだけで、親指Ｆ１から人差し指Ｆ２へ至る略Ｕ字型の指間皮膚表面Ｆ４とグリップ
２′表面との間に隙間Ｓができてしまい、筆記時に大きく変動する手指の把持力は指先部
分のみに集中してしまった。
【００３４】
　それにより、本発明の筆記具Ａは、手指の皮膚表面とグリップ２表面との接触面積が増
大し、軸筒１全体の振れが大幅に減少して手指とグリップ２が一体化され、更に手指の握
る力（把持力）がグリップ２に伝わると、親指Ｆ１と人差し指Ｆ２と中指Ｆ４の指先部分
だけでなく、隆起部２ａ及び傾斜曲面部２ｂの表面部分が手指の形状に合わせて適度に弾
性変形し、把持力が均一に分散して、手指に対するフィット感が向上すると共に、汗など
による軸方向への滑り防止が図れる。
【００３５】
　また、軸筒１の外周面１ａに設けられた軸方向及び周方向へのズレ止め用突起１ｂ，１
ｃと、グリップ２の内周面２ｃとの係合で、軸筒１に対するグリップ２の軸方向や周方向
への位置ズレが防止される。
【００３６】
　特に、グリップ２の後端部２ｅを係止バンド５で軸筒１に対して軸方向及び周方向へ移
動不能に保持した場合には、組立性や美観が優れるだけでなく、前方への位置ズレ防止機
能にもに優れるため、好ましい。
【００３７】
　尚、上述したグリップ２の全体形状は図示例の形状に限定されず、その軸方向略中央の
外周面１ａに隆起部２ａと傾斜曲面部２ｂがあれば、例えば隆起部２ａ及び傾斜曲面部２
ｂを複数個ずつ配置したり、これら隆起部２ａ及び傾斜曲面部２ｂが配置される箇所以外
の部分に、指の形状に合わせて凹凸を形成しても良い。
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　更に、上述したズレ止め用突起も環状突起１ｂ及び縦突起１ｃのみに限定されず、それ
以外の形状の突起を追加したり、図示例以外の配置とするなどしても良い。
【００３８】
　そして、前示実施例では、グリップ２と先口３との間に弾性リング４を挟み込むように
配置し、グリップ２の後端部２ｅを係止バンド５で軸筒１に対し軸方向及び周方向へ移動
不能に保持する場合を示したが、本発明は、これに限定されず、弾性リング４無しでグリ
ップ２の前端を先口３の後端面に直接当接させたり、グリップ２の後端部２ｄを係止バン
ド５以外の係止手段で軸方向へ移動不能に保持しても良い。
【００３９】
　また図示例では、上記軸筒１の内部に組み込んだリフィール７の筆記先端部７ａを先口
３から常時突出させ、キャップ８で着脱自在に覆ったボールペンである場合を示したが、
本発明は、これに限定されず、ノック操作や回転操作によって筆記先端部７ａを出没させ
る構造のボールペンや、それ以外の例えばシャープペンシルやサインペンなどであっても
良い。
　また更に、軸筒１を分離不能な一体構造としているが、本発明は、これに限定されず、
軸筒１を、前軸と後軸との螺着接合などにより分離可能な一体構造としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の筆記具の一実施例を示す一部切欠した正面図である。
【図２】分解状態を縮小して示す一部切欠正面図である。
【図３】図１の（３）－（３）に沿える部分拡大横断底面図である。
【図４】筆記状態を示す部分的な斜視図である。
【図５】従来の筆記具による筆記状態の一例を示す部分的な斜視図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　軸筒　　　　　　　　　　　　　　　１ａ　外周面
　１ｂ　ズレ止め用突起（環状突起）　　　１ｃ　ズレ止め用突起（縦突起）
　２　グリップ　　　　　　　　　　　　　２ａ　隆起部
　２ｂ　傾斜曲面部　　　　　　　　　　　２ｃ　内周面
　２ｅ　後端部　　　　　　　　　　　　　５　係止バンド
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